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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和3年10月7日(2021.10.7)

【公開番号】特開2020-35925(P2020-35925A)
【公開日】令和2年3月5日(2020.3.5)
【年通号数】公開・登録公報2020-009
【出願番号】特願2018-161962(P2018-161962)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  23/08     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   23/08     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ   23/02     　　　Ｆ
   Ｈ０１Ｌ   23/12     　　　Ｆ
   Ｈ０１Ｌ   27/146    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】令和3年8月25日(2021.8.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子デバイスを搭載するための搭載部を有する第１面と、前記第１面とは反対の第２面
と、前記第１面および前記第２面に連続する端面と、を有する配線板と、
　前記端面を覆い、前記搭載部の上方の空間を挟むように設けられた樹脂部材と、を備え
るユニットであって、
　前記第２面を覆う絶縁体膜をさらに備え、
　前記絶縁体膜の縁の少なくとも一部が前記第２面の前記端面の側の端から離間している
ことを特徴とするユニット。
【請求項２】
　前記第２面のうちの前記絶縁体膜の前記縁の前記一部と前記第２面の前記端との間の領
域を、前記樹脂部材が覆う、請求項１に記載のユニット。
【請求項３】
　前記領域の上における前記樹脂部材の厚さと、前記絶縁体膜の厚さとの差が、前記絶縁
体膜の厚さよりも小さい、請求項２に記載のユニット。
【請求項４】
　前記領域の上における前記樹脂部材の厚さと、前記絶縁体膜の厚さとの差が、前記絶縁
体膜の厚さよりも大きい、請求項２に記載のユニット。
【請求項５】
　前記絶縁体膜の一部分が、前記樹脂部材と前記第２面との間に位置する、請求項１乃至
４のいずれか１項に記載のユニット。
【請求項６】
　電子デバイスを搭載するための搭載部を有する第１面と、前記第１面とは反対の第２面
と、前記第１面および前記第２面に連続する端面と、を有する配線板と、
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　前記端面を覆い、前記搭載部の上方の空間を挟むように設けられた樹脂部材と、を備え
るユニットであって、
　前記第２面の上に前記配線板に固定された電子部品をさらに備え、
　前記樹脂部材は前記第２面を覆う部分を有し、前記部分が前記電子部品に重ならないこ
とを特徴とするユニット。
【請求項７】
　前記電子部品は前記搭載部に重なる、請求項６に記載のユニット。
【請求項８】
　前記樹脂部材は前記電子部品を挟むように設けられている、請求項６または７に記載の
ユニット。
【請求項９】
　前記配線板は、基板と、前記基板の上に設けられた導電体層と、を含み、前記基板およ
び前記導電体層が前記第２面を構成していることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか
１項に記載のユニット。
【請求項１０】
　前記絶縁体膜の厚さが、前記導電体層の厚さよりも大きいことを特徴とする請求項９に
記載のユニット。
【請求項１１】
　前記樹脂部材は前記導電体層から離間している、請求項９または１０に記載のユニット
。
【請求項１２】
　前記樹脂部材は前記第２面に対する平面視において、前記導電体層に重ならない、請求
項９または１０に記載のユニット。
【請求項１３】
　前記樹脂部材の前記第１面の上に位置する部分の厚さが、前記樹脂部材の前記第２面の
上に位置する部分の厚さよりも大きい、請求項１乃至１２のいずれか１項に記載のユニッ
ト。
【請求項１４】
　前記樹脂部材は前記空間を囲むように設けられている、請求項１乃至１３のいずれか１
項に記載のユニット。
【請求項１５】
　前記配線板はガラスエポキシ基板を含む、前記樹脂部材はモールド成型部材である、請
求項１乃至１４のいずれか１項に記載のユニット。
【請求項１６】
　前記樹脂部材の中には前記配線板と同じ材料からなる繊維状の固形物が埋設されている
、請求項１乃至１５のいずれか１項に記載のユニット。
【請求項１７】
　請求項１乃至１６のいずれか１項に記載のユニットと、
　前記搭載部に搭載された電子デバイスと、を備えるモジュール。
【請求項１８】
　前記電子デバイスと前記配線板とを電気的に接続するボンディングワイヤを備える、請
求項１７に記載のモジュール。
【請求項１９】
　前記電子デバイスに対向する対向部材を備え、
　前記対向部材は前記樹脂部材に固定されている、請求項１７または１８に記載のモジュ
ール。
【請求項２０】
　前記電子デバイスは撮像デバイスまたは表示デバイスである、請求項１７乃至１９のい
ずれか１項に記載のモジュール。
【請求項２１】
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　請求項１７乃至２０のいずれか１項に記載のモジュールを備える機器であって、
　前記電子デバイスに対応付けられた光学系、
　前記電子デバイスを制御する制御装置、
　前記電子デバイスから出力された信号を処理する処理装置、
　前記電子デバイスで得られた情報を表示する表示装置、および、
　前記電子デバイスで得られた情報を記憶する記憶装置
　の少なくともいずれかを更に備えることを特徴とする機器。
【請求項２２】
　請求項１７乃至２０のいずれか１項に記載のモジュールを備える機器であって、
　前記モジュールを移動させる機械装置を備えることを特徴とする機器。
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